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令和５年架け橋プログラムに係る管理職研修 

教育長 挨拶文 

 

令和６年２月１９日（月）１４:３０～17:００ 

教育文化センター ２階 大会議室 

 

 

就学前施設の園所長の先生方、小中学校の校長先生方、

こんにちは。 

枚方市教育委員会教育長の尾川です。令和５年度 架け

橋プログラムに係る管理職研修の開会にあたり、一言ごあ

いさつを申し上げます。  

 

日ごろから、本市の幼児児童生徒の育成にご尽力いただ

きありがとうございます。 

また、幼保小架け橋プログラム事業を、進めていただい

てきた皆様には本当に様々なところで、ご尽力いただきま

したこと、感謝申し上げます。 

 

皆様ご承知のように、令和元年１０月から幼児教育保育

の無償化が開始され、これまで以上に幼児教育保育の質の

向上が求められるようになっております。 

 

そうした中、令和４年にはこども基本法が成立し、昨年

２月には、幼児教育と小学校教育の接続に関する答申が出

され、幼保小の連携の取り組みの充実が求められておりま

す。 
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さらに、昨年１２月には、こども基本法に基づく、こど

も大綱が閣議決定され、すべてのこども・若者が身体的・

精神的・社会的に幸せな状態（ウェルビーイング）で生活

を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現をめざ

すこととされています。 

 

本市においても、令和３年に「枚方市子どもを守る条

例」を定め、また、教育大綱においても、「夢と志を持ち、

可能性に挑戦する”枚方のこども”の育成」を教育理念とし

て、取り組みを進め、令和４年度から文部科学省の幼保小

架け橋プログラムにもエントリーして、取り組みを進めて

まいりました。今年度は各校区での取り組みも開始いただ

いているところです。 

 

この取り組みは、国の答申にもあるとおり、幼児期の遊

びを円滑に小学校での学びにつないでいくことです。就学

前施設の各園所が、それぞれ取り組まれている「幼児期の

終わりまでに育ってほしい姿」は、様々であり、それぞれ

の多様な取り組みを土台として、様々なこどもたちが、安

心して小学校での学びに取り組むことができるようになる

ことが、本架け橋プログラムの目的となります。 

 

幼児期における遊びとは、無自覚の学びであり、教師は

無自覚の学びから自覚的な学びになるよう、幼児教育の現

場では人的、物的あらゆる環境を整えて行う「環境を通し

て行う教育」が行われております。 
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義務教育においては、現在、「個別最適で協働的な学

び」の実現をめざして取り組んでおりますが、私は、この

「個別最適な学び」と「協働的な学び」という観点におい

ては、幼児教育こそが、その最たるものと考えているとこ

ろです。 

 

今回初めて、就学前施設の園所長の先生方と、小中学校

の校長先生方にお集まりいただきましたが、ぜひとも本日

の研修会を通じて、幼児教育の遊びを小学校の学びに、、

さらには中学校の学びへと、よりよく円滑に繋いでいける

よう、交流いただければ幸いです。 

 

また、本市の義務教育では「ともに学び、とも育つ」教

育を実現することとして、障害の有無にかかわらず、自立

と社会参加を見据え、一人一人の教育的にニーズに最も的

確に応える指導の提供ができるよう、支援教育の充実に取

り組んでいるところです。 

 

本市の出生数についても、少子化が進展しており、現在

の小学校６年生は３４００人程度ですが、小学校１年生は

３０００人程度、令和４年度の本市の出生数は２４００人

程度となっています。一方で、支援学級在籍児童数は、平

成３０年度には小学校全体で１０００人程度であったもの

が、今年度１８００人弱となってきております。 
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このような状況は、就学前施設の園所においても、生じ

ており、就学前施設における、在園児に対する支援を必要

とする幼児の割合を見た時に、今年度であれば、公立保育

所が５．９％、私立保育園所が２．３％、認定こども園が

１．６％、公立幼稚園が２６．５％となっております。 

 

今後は、公立私立に限らず、支援が必要な幼児が多くな

ることも考慮いただきながら、就学前施設の各園所におか

れても、支援教育の取り組みの充実をより一層お願いいた

します。 

 

また、幼児期の学びや、個別最適で協働的な学びは、ま

さに、支援教育に通じるものであり、支援教育の観点も意

識しながら、本日の研修に、また今後の幼保小架け橋プロ

グラムに取り組んでいただければ幸いです。 

 

本日はよろしくお願いいたします。 


